
坂戸、鶴ヶ島水道企業団要綱第３号 

水道事業アセットマネジメント計画等策定業務委託受注候補者選定委員会 

設置要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、企業団が発注する水道事業アセットマネジメント計画等策定業

務委託（以下「業務委託」という。）の受注候補者選定に関し、公募型プロポーザル

を実施し、その審査を公正かつ公平に行うため、受注候補者選定委員会の設置につ

いて定めるものである。 

（所掌事務） 

第２条 受注候補者選定委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

⑴ 審査基準に基づく受注候補者の選定 

⑵ その他受注候補者の選定に関し必要と認められる事項 

（組織） 

第３条 受注候補者選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は事務局長、副委員長は事務局次長とする。 

３ 委員は、課長及び主席主幹とする。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長が、その職務

を代理する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、業務委託の契約締結日までとする。 

（会議） 

第５条 受注候補者選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 受注候補者選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことがで

きない。 

３ 受注候補者選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（守秘義務） 

第６条 委員長、副委員長及び委員並びに関係者は、その職務上知り得たことを他に

漏らしてはならない。 

（事務局） 

第 7 条 受注候補者選定委員会の事務局は、財務課経営企画担当とする。 

    附  則 

この要綱は、告示の日から施行し、業務委託の契約締結日をもって効力を失う。 


